
医療的ケア児支援ネットワークの事業化概念図【案】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

   

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告 (協議の場の検討状況・コーディネーターの活用状況) 

 支援  （地域の好事例の紹介やマニュアル化）  意見交換・情報共有 

県単位 

●「協議の場」(自立支援協議会の専門部会)における検討 

●「コーディネーター」の養成研修の実施 

圏域単位 

●「協議の場」(障害保健福祉圏域会議)における検討 

●「コーディネーター」の「協議の場」における情報提供 

市町村単位 

●「協議の場」(自立支援協議会等)における検討 

●「コーディネーター」による「協議の場」の参画を始め 

とした医療的ケア児支援のための地域づくりの推進 

○ 医療技術の進歩等を背景として NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろうを使用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが必要な障害児(医療的ケア児)が増加している。 

○ このような医療的ケア児が在宅生活を行う場合、当事者等が安心して必要な支援を受けるために、関係行政機関や事業者等が、「利用者目線」で緊密に連携して対応できるような体制を構築する必要が 

示された。(「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について」(平成 28年６月３日付関係府省連名通知) 

○ そして、各都道府県、各圏域及び各市町村で、保健、医療、障害福祉、保育及び教育等の関係機関等が連携を図るための「協議の場」を設けることが基本とされ、加えて、市町村においては、関連分野 

の支援を調整するコーディネーターの配置が必要とされた。(平成 29年３月 31日付第一期障害児福祉計画等の基本的指針) 

 意見交換・情報共有 

保健分野の関係機関【保健所 等】 

医療分野の関係機関【病院・診療所・訪問看護ステーション 等】 

福祉分野の関係機関【障害児通所／相談支援事業所・障害児入所施設 等】 

保育分野の関係機関【保育所 等】 

教育分野の関係機関【学校】 

行政機関【市役所・町村役場】 

●「協議の場」を設置し、地域における連携体制の構築の中心を担う 

●「コーディネーター」を配置 

医療的ケア児とその家族 

コーディネーター【基幹相談支援センターの相談支援専門員・保健所や保健センターの保健師 等】 

● 医療的ケア児とその家族からのさまざまな相談を受けとめ、総合的に対応 

● 医療的ケア児等の支援ニーズや地域資源の状況を把握し、地域課題の解決や地域資源の開発を図る 

「協議の場」づくり 

 

※１ 政令指定都市は、基本的に県と別の対応とされている。ただし、名古屋市と愛知県との連携の必要性を勘案し、名古屋市が県単位の「協議の場」に参加できるように検討している。 

※２ 「協議の場」と「コーディネーター」について、国は市町村単位の設置(配置)が困難な場合、圏域単位でさしつかえないものとしているが、本県では市町村単位の設置(配置)が必要と思われるため、「協議の場」は既存の会

議（自立支援協議会・個別ケース検討会議等）を活用し、議題として取扱う対応も可とし、「コーディネーター」には経験年数といった認定条件は設けない等、容易に設置(配置)できるように検討している。 

各種相談の対応を調整／対応困難な事例は、「協議の場」で 

「コーディネーター」を中心に対応を検討 

個別的相談⇔対応 

総合的相談⇔対応 


